
東京信用保証協会 

 

第１ 監査の目的 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、補助金の算定は適正に行われているか、財政援助に係る事業は

目的に沿って適切に執行されているか、監査を実施する。 

 

第２ 監査の対象 

 １ 監査対象団体及び局 

 （１）監査対象団体  東京信用保証協会 

 （２）監査対象局   産業労働局 

 

 ２ 団体の概要 

（１）団体の概要 

東京信用保証協会（以下「協会｣という。）は、信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６号）

に基づき設置されている法人で、中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれら

の者に対する金融の円滑化を図ることを目的として、主に次の事業を行っている。 

ア 中小企業者等又はこれらの組織する組合が、銀行等の金融機関から資金の貸付けを受ける

こと等により、金融機関に対して負担する債務の保証 

イ 中小企業者が発行する社債のうち銀行等の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証 

ウ 前項に掲げる業務に付随し、その目的を達成するために必要な業務 

 （２）組織 

協会は、事務所を中央区八重洲二丁目６番１７号に置き、役員１９名（理事長１名、専務理

事１名、常務理事２名、理事１２名、監事３名（うち非常勤役員１０名））及び職員６５６名

で、２本部２室１０部１１支店をもって構成されている。 

 

 ３ 都との関係 

都は、協会が行う保証債務履行の事業に対して、平成２１年度９９億６，３７２万余円、平成

２２年度９０億５，５７４万余円の補助金を交付している。また、信用保証の事業に対して、融

資対象者が支払うべき保証料の一部として、平成２１年度１１１億４，７００万余円、平成２２

年度８０億３，７３８万余円の負担金を交付している。さらに、東京都中小企業制度融資の預託

金として、平成２１年度６９６億２００万円、平成２２年度６３１億３，５００万円を新たに貸

し付けており、平成２２年度末における貸付残高は１，４８４億５，９００万円となっている。 

なお、協会の基本財産２，２０５億７，１９２万余円（平成２２年度末）のうち１２９億 

１，９５４万余円を出えんしている。 
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第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監査の範囲 

平成２１年度（平成２１．４．１～平成２２．３．３１）及び平成２２年度（平成２２．４．

１～平成２３．３．３１）の事業について実施した。 

２ 実地監査期間 

（１）産業労働局 平成２３年１０月２１日及び同年１１月１５日 

（２）協   会 平成２３年１１月７日から同月１４日まで 

 

第４ 監査の結果 

１  補助対象事業等の執行について 

協会が行っている補助対象事業等について、総勘定元帳、伝票及び証ひょう等により、補助金

等の算定は適正に行われているか、事業は適切に執行されているかについて検証した。 

その結果、補助金等の算定は適正に行われており、事業は財政援助の目的に沿って適切に執行

されていると認められる。 

  

第５ 補助対象事業等の概要 

   中小企業制度融資は、信用力が弱く金融機関からの融資を受けにくい中小企業の融資の円滑化

を図るため、東京都、協会及び金融機関の３者が協調して行う融資制度である。 

都は、協会が保証債務の履行に基づき取得した求償権について、代位弁済時又は償却の際に補

助を行うほか、一時的な経営困難企業者等の実質負担軽減のため、信用保証料の一部を負担して

いる。また、金融機関へ融資の原資となる資金を預託し、金融機関が都の定める融資条件の範囲

内で協会の保証を付して中小企業への融資を行っている。 

（１）補助金について 

平成２２年度における補助実績は、表１のとおり、７，６４２件、９０億５，５７４万余円で

あり、前年度（７，３１７件、９９億６，３７２万余円）と比較して件数は３２５件増加してい

るものの、補助金額は９億７５３万余円減少している。これは、中小企業金融円滑化法等により、

返済条件が緩和されたことによるものである。 

なお、補助金に係る求償権により回収金を取得したときは、都に納付することとなっているこ

とから、平成２１年度７億５，７６３万余円、平成２２年度７億７，１２３万余円納付している。 

（２）負担金について 

平成２２年度における負担金は、表２のとおり、３万６，１６０件、８０億３，７３８万余円

であり、前年度（４万８，８２９件、１１１億４，７００万余円）と比較して件数、負担金額そ

れぞれ減少している。これは、制度融資の利用者数の減少によるものである。 

（３）貸付金について 

貸付金は、表３のとおり、協会を経由して東京都制度融資取扱指定金融機関である都市銀行、
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地方銀行、信用金庫、信用組合等の貸付原資の一部として、金融機関の中小企業への貸付実行額

等に応じて預託されるものである。平成２２年度末現在の預託金額は１，４８４億５，９００万

円となっている。 

 

（表１）補助実績                              （単位：千円）

対象事業（補助金交付要綱等） 

 概要・実績等 
補助対象額 補助金額 補 助 率 等 

１ 東京都中小企業制度融資保証債務履行補助金 

（東京都中小企業制度融資保証債務履行補助金交付要綱）

 

協会が行う保証債務履行に伴う損失を補助するこ

とによって、中小企業の資金需要に対し、積極的に

保証を促進し、もって中小企業金融の円滑化を図る

ことを目的とする。 

 

○ 平成２１年度    7,317件   9,963,725千円 

① 代位弁済時補助   1,438件   3,634,724千円

 ② 通常償却時補助   3,168件   3,444,704千円

③ ５年償却時補助   2,711件   2,884,297千円

 

 

○ 平成２２年度    7,642件   9,055,746千円 

① 代位弁済時補助   766件   1,815,044千円

② 通常償却時補助   4,509件   5,031,311千円

③ ５年償却時補助   2,367件   2,209,391千円

 

※代位弁済…債務者が金融機関から協会の保証付きで借り

た債務を返済できない場合に、協会が金融機関に

対して返済を肩代わりするもの 

※通常償却…債務者が死亡、解散、法的整理等により回収不

能となった求償権を会計上損金処理するもの 

※５年償却…代位弁済後、５か年を経過した求償権を会計上

損金処理するもの 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度 

45,619,637

① 14,533,224

② 17,635,472

③ 13,450,941

 

平成２２年度 

   45,753,367

①  7,120,146

② 27,870,373

③ 10,762,848

 

 

 

 

 

 

平成２１年度 

9,963,725 

① 3,634,724 

② 3,444,704 

③ 2,884,297 

 

平成２２年度 

9,055,746 

① 1,815,044 

② 5,031,311 

③ 2,209,391 

 

 

代位弁済した 

額（補助対象

額）から保険金

等を除いた額 
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（表２）負担実績                              （単位：千円）

対象事業（負担金交付要綱等） 

 概要・実績等 
信用保証料 保証料負担額 負 担割合 

１ 東京都中小企業制度融資信用保証料負担金 

（東京都中小企業制度融資に係る信用保証に要す

る信用保証料負担金交付要綱） 

 

制度融資を利用する中小企業者に対して、信

用保証料補助を実施することにより、負担軽減

を図ることを目的とする。 

 

○ 平成２１年度 48,829件 11,147,001千円 

① 小口資金融資   8,225件    431,102千円

 ② 経営支援融資  40,600件 10,711,884千円

③ 災害復旧資金融資   2件      2,178千円

④ 企業立地促進融資   2件      1,837千円

 

 

○ 平成２２年度 36,160件  8,037,385千円 

① 小口資金融資   7,448件    349,782千円

 ② 経営支援融資  28,695件  7,673,172千円

④ 企業立地促進融資  17件     14,430千円

 

 

 

 

 

 

平成２１年度 

22,797,813 

①    884,870 

② 21,907,552 

③      2,178 

④      3,214 

 

平成２２年度 

16,425,878 

①    714,374 

② 15,670,323 

④    41,181 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度 

11,147,001 

①     431,102 

②  10,711,884 

③       2,178 

④       1,837 

 

平成２２年度 

8,037,385 

①     349,782 

②   7,673,172 

④    14,430 

 

 

 

①小口資金融資

と②経営支援融

資は、小規模事

業者に対して保

証料の1/2 

③災害復旧資

金融資は、全事

業者に対して

保証料全額 

④企業立地促

進融資は、全事

業者に対して

保 証 料 率 の

0.2％相当 

 

（表３）貸付実績                                                           （単位：百万円）

対象事業（制度融資要項等） 

 概要・実績等 

融資目標額 

(保証承諾実績)
貸 付 金 額 基 準 等 

１ 東京都中小企業制度融資 

（東京都中小企業制度融資要項） 

 

中小企業の金融円滑化を図るため、各種融資

制度を設け融資の原資となる資金を金融機関へ

預託し、中小企業の資金使途に応じて低利な資

金を供給することを目的とする。 

 

 

 

 

平成２１年度 

2,200,000

(2,521,935)

平成２２年度 

2,200,000

(2,210,458)

 

 

平成２１年度 

69,602 

 

平成２２年度 

63,135 

 

 

融資目標額及

び金利等に基

づき算定した

貸付金額 

 


